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Ⅳ 償還（返済）について（不動産を担保とした貸付を除く） 

 

１ 償還の開始時期について  

（１）貸付決定時に定めた据置期間経過後に償還が始まります。 

（２）据置期間は送金完了後の翌月から始まります。ただし、教育支援資金は、貸付を受け就学した学校を卒

業した翌月から据置期間が始まります。 

 

２ 償還手段の方法  

（１）貸付決定時の方法（月賦・半年賦・年賦）、期間、回数で償還していただきます。下記の①～③の方法

で償還いただきます。便利な口座振替の利用をお勧めします。 

①口座振替 

    ・貸付決定時等に口座振替利用の申込手続が必要となります。 

    ・振替は、毎月 13 日です。（土日、祝日にあたる場合は翌営業日。） 

    ・１回の振替に際し、手数料１１５円がかかります。 

   ②払込用紙による振込 

    ・本会所定の「振込依頼書」を使い、銀行等窓口でお振込みください。 

・「埼玉りそな銀行」「りそな銀行」の本支店窓口から振り込む場合は、振込手数料がかかりません。そ

れ以外の銀行等窓口からの振込手数料はご本人様負担となります。なお、所定の用紙はコンビニでは

利用できません。 

・本会銀行口座に入金された日が償還日となります。お振込手続き後、本会口座に入金されるまで２～

３営業日がかかりますので、償還期日（月末）まで余裕をもってお振り込みください。 

③ATM・ネットバンキングによる振込 

・所定用紙に記載されている本会銀行口座へお振込ください。その際は、お名前の前に貸付コードを入

力してください。 

・振込手数料はご本人様負担となります。 

 ※令和 7 年 6 月以降、埼玉りそな・りそな銀行でのＡＴＭ振込の手数料は無料です。 

  詳しくは、https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/problem_58.html 

 

３ 償還の留意点  

（１）据置期間や償還期間・償還額等の条件は貸付決定後に通知する書類等で必ずご確認ください。 

（２）最終償還期限日が過ぎても貸付元利金の償還が完了していない場合、最終償還期限日の翌日からその残

元金に対して年３％の延滞利子が（延滞日数割）加算されます。※令和３年 3 月 31 日現在 

（３）「残りの元利金を一括で返済したい」場合や「繰上げ返済をしたい」場合は、必ず事前に申請を行った

市町村社会福祉協議会又は、埼玉県社会福祉協議会までご相談ください。 

（４）その他、償還に関してお困りごとがあれば、市町村社会福祉協議会又は、埼玉県社会福祉協議会にいつ

でもご相談ください。 




